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埼玉県における２月８日以降の緊急事態措置等について 

 
 

 令和３年２月４日に開催した第４２回新型コロナウイルス対策本部会議で決定し

た２月８日以降の緊急事態措置等の中で、「Ⅳ緊急事態措置等とあわせた対応」の「４

医療等に関する対応」の記載について、会議後に送付された国からの通知に基づき、

以下のとおり加筆修正いたします。  

※資料 別添（下線部分を加筆修正） 

 

 

※問い合わせ先 

＜今回の修正について＞ 

福祉部高齢者福祉課 施設・事業者指導担当       小俣（内線３２６７） 

福祉部障害者支援課 施設整備・法人指導、施設支援担当 渡辺（内線３３０２） 

 

令和３年２月１２日 

危機管理防災部 危機管理課 
武澤 

直通 048-830-8131 
内線 8120 

E-mail: a3115-02@pref.saitama.lg.jp 


